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長
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民
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
公
益
法
人
の
役
員
報
酬
の
公
開
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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年
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八
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弁

第
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号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
公
益
法
人
の
役
員
報
酬
の
公
開
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

公
益
法
人
の
個
人
別
の
役
員
報
酬
額
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

ま
た
、
公
益
法
人
の
個
々
の
役
員
報
酬
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
報
酬
を
得
る
個
人
の
氏
名
を
非
公
開
と
し
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
（
平
成
八
年
九
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
公
益
法
人
が
一

般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
役
員
名
簿
等
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
報
酬
を
得
る
個
人
を
識

別
し
得
る
た
め
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
「
九
十
法
人
」
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
現
在
の
調
査
に
お
け
る
国
の
機
関
が
所
管
官
庁
と
な
る
公

益
法
人
の
う
ち
有
給
常
勤
役
員
の
役
員
報
酬
額
の
平
均
額
が
二
千
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
の
数
で
あ
る
が
、
平
成
十
二
年
十

月
一
日
現
在
の
調
査
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
法
人
の
数
は
八
十
一
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
有
給
常
勤
役
員
が
複
数
存
在
し
て
い

る
も
の
の
有
給
常
勤
役
員
の
役
員
報
酬
額
の
平
均
額
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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